
ボートレース宮島レース映像の使用に関する運用変更について（お知らせ） 

 

平素よりボートレース宮島をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

当企業団では、これまでレース映像の使用について、皆様の良識と自己責任のもと、公序

良俗に反しない範囲でご利用いただく運用としてまいりました。 

しかしながら、近年、ソーシャルメディアや動画配信サービスの普及に伴い、レースライ

ブ映像の配信や、場内における個人撮影によるライブ配信が増加しており、これらに関して

多くのお客様からご意見や苦情が寄せられております。 

このような状況を踏まえ、ボートレース宮島では、お客様が安心してレースをお楽しみい

ただける環境の維持及び、レース映像等の適正な利用を図るため、令和８年７月１日より、

レース映像等の使用に関する運用を以下のとおり変更することといたしました。 

 

 

Ｑ．場内で写真や動画の撮影は可能ですか？ 

 

Ａ． 

【写真撮影について】 

申請は不要です。 

ただし、以下の禁止事項を遵守のうえ、撮影をお願いいたします。 

なお、イベントホール等においてイベントを実施する際は運用が異なる場合がございます

ので、当日のアナウンス等でご確認ください。 

【禁止事項】 

次に掲げる行為は禁止します。 

1. 他のお客様(従業員含む。)が写り込む撮影や、他のお客様にご迷惑となる撮影 

2. 営利目的での撮影 

3. レース運営に支障を及ぼすおそれのある撮影 

4. 脚立や踏み台等を使用した撮影 

 

※撮影に関し、他のお客様から苦情等があった場合は、お声かけさせていただくことがござ

います。 

※ＳＮＳ等へ投稿される際は、他のお客様の映り込みには十分ご配慮のうえ、自己責任にお

いて行ってください。 

 

【動画撮影について】 

申請が必要です。 

撮影を希望される方は、中央スタンド棟 1階「警備本部」で撮影許可申請の手続きをお願い

します。「場内動画撮影許可申請書」に必要事項をご記入のうえ、撮影に関する遵守事項に

同意いただくことを前提に、撮影許可証（腕章または首掛けタイプ）を貸与します。 

なお、ライブ配信は禁止とさせていただいております。 

 

https://www.boatrace-miyajima.com/pdf/satsuei_kyoka2026-3.pdf


Q.YouTubeや SNS等でレース映像を使用したいのですが申請制度はありますか？ 

 

Ａ．ボートレース宮島のレース映像の使用につきましては、申請・許可制度は設けておりま

せん。 

ただし、以下の禁止事項を遵守のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。 

【禁止事項】 

次に掲げる行為は禁止します。 

1. レース映像を使用したライブ配信（リアルタイム配信及びこれに類する配信）を行

うこと。 

2. 場内において、レース映像を撮影しながら行うライブ配信（動画配信サービス、SNS

等を含む。）を行うこと。 

3. 場内で撮影した映像を用いたライブ配信（レース映像が画面に映り込むものを含む。）

を行うこと。 

4. 営利目的（投げ銭の設定や販売商品、有料サービスの宣伝等）で行うこと。 

5. 選手や特定の個人、団体に対する誹謗中傷、公序良俗に反する内容で使用すること。 

6. YouTubeチャンネル「ボートレース宮島チャンネル【公式】」の動画を二次利用する

こと。 

 

※当企業団が不適当と認め、映像の修正又は削除を求めた場合は、速やかにこれに応じてい

ただきます。不適切な使用がある場合や、他のお客様から苦情等のご意見が寄せられた場合

には、削除依頼を行うことがあります。 

※利用者ご自身の責任において、公序良俗に反しない内容でご使用ください。 

※映像使用によって生じるいかなる損害についても、当企業団は、一切関知しません。 

※今後の状況等によりソーシャルメディア等への使用制限等を設ける場合がありますので

ご了承ください。 

 


